
県内で発生した高病原性鳥インフルエンザ
に係る搬出制限区域の解除に伴う
消毒ポイントの閉鎖について

令和８年１月２２日に関市の養鶏場で発生した高病原性

鳥インフルエンザについて、搬出制限区域を解除すると

ともに一部の消毒ポイントを閉鎖しました。

家畜衛生情報 R8.2.5 

東濃家畜保健衛生所
TEL：0573-26-1111（内394） FAX：0573-25-7669

休日・夜間に連絡の必要な場合は、警備室0573-26-1114 に電話し、
「家畜保健衛生所に緊急に連絡が必要」と伝えると、警備員が
家畜保健衛生所職員におつなぎします。

⚫ 搬出制限区域（発生農場から半径３～１０ｋｍ圏内）の解除日時

令和８年２月５日（木）午前０時

搬出制限が解除された区域は、続いて監視強化区域に

設定されました。

⚫ 移動制限区域（発生農場から半径３ｋｍ圏内）の解除日時

 令和８年２月１５日（日）午前０時（予定）

移動制限が解除された区域も、その後監視強化区域に

設定されます。

⚫ 監視強化区域の解除日時

令和８年２月２３日（日）午前０時（予定）

※消毒ポイントについては次頁をご覧ください。



消毒ポイント一覧 

JAぎふ春近CE

中濃総合庁舎

関市消防団田原
分団拠点車庫

可茂総合庁舎

各務原浄化センター

①

②

③

④

⑤

番号 消毒ポイント 住所

① 関市消防団田原分団拠点車庫 関市西田原1175-3

引き続き皆様のご協力をお願い致します。

番号 消毒ポイント 住所

③ 各務原浄化センター 各務原市前渡西町1521

④ JAぎふ春近カントリー
エレベーター

岐阜市溝口111

⑤ 中濃総合庁舎 美濃市生櫛1612-2

継続する消毒ポイント

閉鎖する消毒ポイント（令和８年２月５日 午前０時で終了しました）

番号 消毒ポイント 住所

② 可茂総合庁舎 美濃加茂市古井町下古井2610-1

※可茂総合庁舎は、自主消毒ポイントとして引き続き運営されます。
（令和８年２月５日から毎日８時３０から１７時１５分）
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